
市内の特別養護老人ホーム等を訪問し、利用者の困り事や相談をお聴きする
相談員を募集します。相談内容に応じて事業所や行政へ橋渡しをすることよっ
て、問題の改善・解決の手助けをするボランティアです。

■応募資格

令和８年度

介護サービス相談員ボランティアを募集します！

■活動内容

■応募締切

■選考方法

■応募方法

■登録期間

【申込・問合せ先】
〒５７７－８５２１ 東大阪市荒本北１－１－１

東大阪市 福祉部 高齢介護室 高齢介護課
TEL ０６－４３０９－３１８５

① ２０歳以上の東大阪市民の方

② 介護に関心のある方

③ ボランティア活動に熱意がある方

④ 介護事業所に勤めていない方

⑤ 介護サービス相談員養成研修に全日程参加できる方

※令和８年９月頃実施予定（延７日間程度）

⑥ 登録後、１年以上活動できる方

市内の介護保険施設を訪問し、利用者等の困りごとや相談を聞いたり、介護の状況を

観察したりして事業所や行政に改善提案を行ったりするなど、問題の改善や介護サー

ビスの質向上につながる手助けをします。

・１日の活動時間：２時間程度（訪問日や時間帯は施設との協議でその都度決定します。）

・担当施設数：１～３施設（ご相談に応じます。）

※ 各施設へは月に１回、原則２人１組で訪問します。

以下のすべての書類を期日までに高齢介護課へ持参又は郵送してください。

◎履歴書 ◎作文「介護サービス相談員の志望動機」200字程度

令和８年５月２８日（木）必着

令和８年１１月１日～令和９年１０月３１日 ※更新有り

提出された作文と、面接により選考します。

※ 面接の時間と場所については後日対象者にお知らせします。

交通費程度支給します
（1日あたり1,500円）

交通費程度支給します
（1日あたり1,500円）

クーちゃん

（相談員キャラクター）


